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1.はじめに 
 

今回リリースいたしました介五郎（介護保険版）「Ver10.10.0.0」では、下記の変更を行いました。 

 

 

（１）ベースアップ等支援加算への対応（確定版） 

  前回のバージョンで、10 月から新設されたベースアップ等支援加算に暫定で対応していましたが、

今回のバージョンで確定版として正式対応しました。あわせて実績入力の機能制限も解除し、10月分

の実績・請求書を作成できるようになっています。 

  また、ベースアップ等支援加算に関する集計表も追加しています。 

 

（２）担当者給与計算の改善 

  今回ベースアップ等支援加算に対応するにあたり、給与計算機能も全体的に見直し、加算分の給与

についてこれまでより柔軟な設定ができるようになりました。そのほか入力補助機能も見直して、これ

までより給与の単価を設定しやすくしています。 

 

（３）提供記録簿の項目指示チェック機能の追加 

【訪問介護】 

  前回のバージョンで追加した提供記録簿のサービス項目への項目指示機能について、未入力分を簡

単にリストアップできるように絞り込める機能を追加しました。記録簿を回収した後の内容チェック

の際などにお役立てください。 

 

（４）家族構成図への「イメージ管理」の追加 

  アセスメント入力等で作成する家族構成図について、部品を直接図面に配置して作成する方法と

Word で作成したファイルを取得する方法で登録できていましたが、Word 形式を維持することが困

難な見通しであるため、その代替として「イメージ管理」を追加しました。 

  家族構成図を画像形式のファイル（.png .jpg .gif）で作成していただけば、それを介五郎に取り込む

ことができます。 

 

（５）その他の変更 

  そのほか、軽微な変更を行っております。 
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今バージョンはベースアップ等支援加算の対応確定版となり、10 月以降の実績入力とベースアップ

等支援加算を含む請求にあたり、以下の注意点がございます。 

 

 

 

【注意 1】実績にベースアップ等支援加算が反映されているか確認してください！ 

事業所様ごとにベースアップ等支援加算の有無は異なりますので、ベースアップ等支援加算の入力

漏れがあっても警告やエラーは出ません。10 月分を請求する前に必ずベースアップ等支援加算の入

力漏れがないか確認をお願いいたします。 

加算の有無は介五郎の画面上では「明細集計」画面、印刷したときは提供票別表にて確認できます。

もし事業所台帳で加算の設定を行っているのに実績に反映されていない場合は、次のページの「事業

所台帳でベースアップ加算を設定したのに実績に反映されていない場合の確認ポイント」をお読みく

ださい。 

 

（予定・実績入力｜明細集計） 

 

 
 

（提供票別表） 

 

 

  

【重要】今バージョンの特別注意 
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事業所台帳でベースアップ加算を設定したのに実績に反映されていない場合の確認ポイント 

①利用票/提供票画面で再計算が行われていない 

事業所台帳で加算を設定する前に１０月分の予定を作成していた場合、予定または実績入力画面

で再計算を行う必要があります。 

 

②総合事業の単位数表マスタが未取込（要支援・事業対象者の場合） 

  総合事業の場合、ベースアップ加算を算定するには各市町村が公開する新しい単位数表マスタを

取り込む必要があります。次の【注意２】を読んで、新しい単位数表マスタを取り込んでください。  

市町村による新しいマスタの公開が遅れている場合、A2・A6 サービスについては手動更新で

対応が可能ですが、A3・A4・A7・A8 サービスについては新しいマスタが必須になります。 

 

【注意 2】総合事業の単位数表マスタを更新してください 

 今回の改正に対応して各市町村から適宜新しい単位数表マスタが公開されています。関係する市町

村に新しい単位数表マスタの公開予定を確認して、公開されている場合は介五郎へ取り込んでくださ

い。特に市町村が A3・A7 サービスにベースアップ加算を追加している場合、マスタの取込を行わ

なければ入力できませんので、ご注意ください。 

 マスタの取込手順については動画マニュアルをご用意していますので、下記からご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

【総合事業のA2・A6 サービスについて】 

各市町村が公開する単位数表マスタの中にベースアップ加算が含まれていなければ、利用票/提供

票に加算を正しく記載できません。市町村による公開が遅れている等で加算が表示されない場合は次

の「総合事業A2・A6 サービスの単位数表マスタが未公開の場合」をお読みください。 

「【介五郎動画マニュアル（総合事業マスタ取込手順）】 

https://www.info-tec.app/users/douga_sg/ 

 

再計算ボタン 
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総合事業A2・A6 サービスの単位数表マスタが未公開の場合 

 総合事業の A2・A6 サービスについては、各市町村が公開する単位数表マスタの中にベースアッ

プ加算が含まれていなければ、利用票/提供票へ正しく表示することができません。 

例）＜利用票/提供票・別表画面＞ 

事業所台帳で設定は行っている 

が総合事業マスタが取り込まれ 

ていない場合 

 

この場合の対処方法として、取込済の単位数表マスタにベースアップ加算を追加することができる

ボタンを設けています。 

 

① メインメニューの総合事業サービスマスタ

をクリックしてください。 

  

 

② F3更新をクリックしてください。 

  

 

③ 令和 04年度をクリックしてください。 

  

サービス名が表示されない！ 
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④ 処理確認画面が表示されます。はい(Y)をク

リックしてください。 

  

 

⑤ 更新完了画面が表示されます。OK をクリッ

クしてください。 

  

＜A2サービス＞ 

 

⑥ サービスコード表を確認していただくと、ベ

ースアップ加算が追加されています。 

 

  【A2サービスの場合】 

  「A2-6281 訪問型独自サービスベース 

アップ等支援加算」 

   

 

 

 

＜A6サービス＞ 

 

【A6サービスの場合】 

「A6-6114 通所型独自サービスベース 

アップ等支援加算」 

  

★この更新作業を行うと、マスタを取込済のすべての市町村の A2・A6 サービスにベースアップ等

支援加算が追加されます。 

★総合事業サービスマスタへA2・A6 のマスタが取込済の市町村へのみ追加ができます。 

★A2・A6以外の総合事業サービスはこの方法を使用できません。市町村が公開するマスタの取込が

必須となります。 

施行年月日は「令和 04 年 10 月 01 日」になります 

施行年月日は「令和 04 年 10 月 01 日」になります 
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2. ベースアップ等支援加算への対応 

居宅支援 訪問介護 通所介護 小多機 

今回のバージョンでベースアップ等支援加算に正式に対応しました。ついては前のバージョンで 10

月以降の実績を作成できないように機能制限をかけさせていただいておりましたが、その制限を解除し

ています。また今回の変更にともない、ベースアップ等支援加算の集計表も追加しています。 

 

2-1．実績の入力制限の解除 

 前回のバージョンでは下記エラーが出て 10 月以降の実績を登録できませんでしたが、今回のバージ

ョンで制限を解除して、請求書等にベースアップ加算を算定できるようになっています。 

 

 

 

■ 給付費明細書・利用者別負担金請求書の記載例 
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2-2. ベースアップ等支援加算の帳票 

「月次帳票印刷」「年間帳票印刷」にて、ベースアップ支援加算の追加に伴い「ベースアップ支援加算

一覧表」の印刷、出力ができるようになりました。それに伴い、「月次帳票印刷」画面での処遇改善一覧

関連帳票の出力方法を変更しました。 

 

2-2-1. 月次帳票印刷 

 「月次帳票印刷」にて、ベースアップ等支援加算の追加に伴い「ベースアップ等支援加算一覧表」の

印刷、出力ができるようになりました。ベースアップ等支援加算に該当する単位数、金額を確認すること

ができます。それに伴い、処遇改善一覧関連帳票の出力方法を変更しました。 

※ここでは例として訪問介護の画面で説明します。 

 

（月次帳票印刷）例：訪問介護 

  

 

（ベースアップ等支援加算一覧表）例：訪問介護 
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＜処遇改善加算一覧表の印刷手順（ベースアップ等支援加算）＞ 

 

 

① メインメニューの月次帳票印刷をクリックし

ます。 

  

  

② 印刷したい提供月を選択、入力します。 

  

 

③ 「処遇改善加算一覧表」を選択し、出力したい

帳票を選択します。 

  （例）「ベースアップ支援」を選択。 

  

 

④ F8画面をクリックします。 

  

 

⑤ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリック

します。 
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⑥ 印刷プレビュー画面が表示されます。 

必要に応じて、プリンタのアイコンをクリック

して印刷してください。 

 

＜月次帳票印刷＞画面例：訪問介護 

  

各設定項目（追加分） 

項目名 説明 

処遇改善加算一覧表 
クリックすると、処遇改善、特定処遇改善、ベースアップ支援の選択がで

きるようになります。 

 

処遇改善 処遇改善加算一覧表を印刷する際に選択します。 

特定処遇改善 特定処遇改善加算一覧表を印刷する際に選択します。 

ベースアップ支援 ベースアップ等支援加算一覧表を印刷する際に選択します。 

 

CSVデータの出力  

 

 

「処遇改善加算一覧表」を選択後、F7 出力をクリック

することで、CSVファイルデータで保存することがで

きます。 
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2-2-2. 年間帳票 

  

「年間帳票印刷」にて「ベースアップ支援加算一覧表」の印刷ができるようになりました。ベースアッ

プ加算に該当する単位数、金額を確認することができます。 

※ここでは例として訪問介護の画面で説明します。 

 

＜年間帳票印刷＞画面例：訪問介護 

 

 

各設定項目（追加分） 

項目名 説明 

ベースアップ等支援加算集計表 ベースアップ支援加算集計表を印刷する際に選択します。 

 

（ベースアップ等支援加算集計表）例：訪問介護 
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3. （訪問介護）担当者給与計算の変更 

 今回、処遇改善として支給する給与の集計対象にベースアップ等支援加算を追加しました。またベー

スアップ等支援加算への対応を行うにあたり、担当者給与計算の（特定）処遇改善・ベースアップ等支援

加算に関わる機能を全体的に見直しました。初めにベースアップ等支援加算について説明を行い、その

あと改善点についてご説明します。 

 

 

この章のご案内内容  

【3-1.ベースアップ等支援加算への対応】 

担当者給与計算にベースアップ等支援加算分を集計する方法についてご案内します。処遇改善加算関

係の機能改善部分も含めながらご説明します。 

【3-2. 基本単価マスタ、担当者給与単価マスタの機能改善・変更】 

基本単価マスタ及び担当者給与単価マスタの変更点についてご案内します。さら便利に入力していた

だけるよう機能改善を行いました。 
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3-1.ベースアップ等支援加算への対応 

 給与計算の基本単価にベースアップ等支援加算分として支給する単価を設定することで、担当者給与

計算や集計表等の帳票にて、支給額を把握することができるようになりました。 

 

（担当者給与計算） 

 

（給与明細集計表） 

 

 

 

＜入力の流れ＞ 

 

①システム設定 

ベースアップ等支援加

算を入力するための事

前設定を行います。 

 

. 

 

②基本単価マスタ 

ヘルパー共通の単価表

を作成します。 

 

 
 

 

③担当者給与単価マスタ 

①の単価マスタを各ヘル

パーと紐づけします。 

直接単価を入力すること

も可能です。 
 

 

④担当者給与計算 

担当者給与計算へ取込

み、金額を確認しま

す。 

 
 

 

⑤印刷帳票 

拡張帳票にてベースア

ップ分の金額を確認で

きます。 

 

. 

 

 

 

 

 

  

④へ 



14 

 

3-1-1. システム設定 

ベースアップ等支援加算を担当者給与計算で管理するには、まずシステム設定で「処遇改善内訳計算

を行う」にチェックを入れておく必要があります。 

 

＜データファイル | システム設定 | 日報設定＞ 

 

 

設定項目（変更項目のみ） 

項目名 説明 

処遇改善内訳計算を行う 
担当者給与計算で処遇改善加算類の計算を行う時にチェックを

付けます。 

処遇改善 担当者給与計算の取込時の既定値を管理します。 

チェック有：既定値では加算分を適用する設定となります。 

チェック無：既定値では加算分を適用しない設定となります。 

詳しくは「3-1-4.担当者給与計算への取込」を参照ください。 

特定処遇 

ベースアップ 
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＜システム設定＞  

 

① 上部メニューバーの「データファイル(S)」－

「基本設定(V)」－「システム設定(V)」とク

リックしてシステム設定画面を開きます。 

  

 

② 日報設定タブの「処遇改善内訳計算を行う」

にチェックを付けます。 

  

 

③ 「ベースアップ」にチェックを付けて F9登

録で登録します。 

 

 ※チェックをつけると、担当者給与計算の取込

時に、既定で加算が取り込まれる設定となり

ます。詳しくは「3-1-4.担当者給与計算への

取込」をご参照ください。 

 

  

 

 

 

すでに担当者給与計算で処遇改善加算の機能を使用していた場合、「処遇改善内訳計算を行う」に自

動的にチェックが付きます。 

 

  

POINT 
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「処遇改善内訳計算を行う」のチェックを外すと、処遇改善加算に関する機能が非表示となります。 

（基本単価マスタ） 

 

（担当者給与計算 サービス明細） 

 

（担当者給与単価マスタ） 

 

（担当者給与計算 支給控除） 

 

 

  

処遇改善に関する項目が非表示となる 

POINT 
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3-1-2. 基本単価マスタでの設定 

基本単価マスタは給与計算のベースになります。共通の単価を設定しておくと、担当者給与計算で各担

当者の給与設定に反映させることができます。 

 

 

 

【基本単価はベースアップ分を含む金額を入力してください】 

 ベースアップ等支援加算の計算を行うには、まず基本単価の入力が必要となります。給与計算は「基

本単価〇円（そのうち処遇改善額が△円、ベースアップ額が□円）」というように、基本単価内にベー

スアップ額を含める形で行います。基本単価にはベースアップ額も含めた金額を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）基本単価 1500 円内に、処遇改善分 200

円、特定処遇分 95 円、ベースアップ分

36 円を含む。 

 

＜入力手順＞ 

  

① 上部メニューバーの「拡張設定(X)」－「担当

者給与計算(K)」－「基本単価マスタ(H)」を

クリックします。 

  

 

② 設定したい単価表を選択します。 

 

基本単価 1500 円（時給） 

 

 

 

 

 

うち処遇改善分 200 円 

うち特定処遇分 95 円 

うちベースアップ分 36円 
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③ 「うちベースアップ支援加算」を選択します。 

  

 

④ 各明細欄にベースアップ額の単価を入力し

ます。 

 

※一括で設定する方法もあります。P19「単価

を一括で設定する手順」をご参照ください。 

   

  

 

⑤ 全ての単価を入力したら F9 登録をクリック

して登録します。 

  

 

・設定した単価マスタは、F8 印刷から印刷する

とともできます。 
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＜単価を一括で設定する手順＞ 

  

① 基本単価マスタで設定を行いたい単価表（単

価 1）を表示します。 

 

 （例）単価 1を選択 

  

 

② 一括設定を行いたい加算を選択して一括設

定をクリックします。 

 

 （例）ベースアップ加算を選択 

  

 

③ 一括設定画面が開きます。金額指定か簡易割

合指定か、設定する方法を選択します。 

 

  （例）簡易割合設定を選択 

  

  

 

④ 簡易割合指定の場合は基本単価内に含むベ

ースアップ加算分の割合を入力して、一括設

定をクリックします。 

 

 （例）2.4％で設定 
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⑤ 全サービスに割合が設定されました。 

  

 

⑥ 端数処理方法を選択し、決定をクリックしま

す。 

  

 

・不要なサービスはチェックを外せば適用されま

せん。 

 

 

 

一括設定は金額指定方式（処遇改善は○○円）と割合指定方式（処遇改善は○○%）があります。 

割合指定方式の場合、基本単価（うち処遇単価、うち特定処遇単価、うちベースアップ単価を含んだ

金額）に対しての割合設定となります。 

 

  

POINT 
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3-1-3. 担当者給与単価マスタでの設定 

担当者給与単価マスタで担当者ごとの単価を設定します。この設定ができていなければ毎月の給与計

算に反映できません。 

担当者給与単価マスタは、基本単価マスタと同じように 1 つずつ金額を入力することもできますが、

基本単価マスタから単価を取得することもできます。取得する場合は以下の手順で行ってください。 

 

＜入力手順＞ 

  

① 上部メニューバーの「拡張設定(X)」－「担

当者給与計算(K)」－「担当者給与単価マス

タ(T)」をクリックします。 

  

 

② 設定したい担当者を呼び出して「うちベー

スアップ」を選択します。 

  

 

③ 基本単価より取得をクリックします。 
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④ 取得したい単価表をクリックし、取得開始

をクリックします。 

 

  

 

⑤ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリッ

クします。 

  

 

⑥ 完了画面が表示されます。OK をクリック

します。 

  

 

⑦ 基本単価マスタで設定した単価が反映され

ていることを確認してください。 

 

  F9登録をクリックして登録します。 
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3-1-4. 担当者給与計算への取込みと確認方法 

 担当者給与単価マスタを設定したあとに担当者給与計算へ取り込むと、設定したベースアップ額に

て給与額を確認できます。 

 

 

【取込時の機能追加】※処遇改善加算、特定処遇改善加算分も同様 

取込時に加算分の適用有無を選択できるよう機能の追加を行いました。特定の月のみ加算を反映させ

たくない時などに使用いただけます。 

 

（使用例）4 月提供分からベースアップ等支援加算分を給与に含めるので、単価マスタで設定を行っ

た。しかし 3 月提供分の給与計算ではベースアップ等支援加算は反映させたくない時。 
 

 

 

 

 

 

＜取込手順＞  

 

 

 

 

 

① 担当者給与計算を開き、F7 取込をクリック

します。 

  

   

② 取込を行うヘルパーを選択し、適用する加算

にチェックを付けます。 

 

 （例）処遇改善、特定処遇、ベースアップにチ

ェック 

   

※システム設定を行った項目に既定値でチェ

ックが付きます。この画面でチェックを変更

もできます。 

 

  

POINT 

マスタで加算の設定 
3 月提供分の給与計算 

加算分は反映させたくない！ 

4 月提供分の給与計算 

加算分を反映させる 
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③ 取込開始をクリックして取込みます。 

  

 

④ チェックを付けた加算が反映されているか確

認します。 

 

 （例）処遇改善、特定処遇、ベースアップが反

映 
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【取込後の機能追加】※処遇改善加算、特定処遇改善加算分も同様 

担当者給与計算への取込後でも、加算分の適用有無を変更できる機能を設けました。 

 

＜取込後に加算分の適用有無を変更する方法＞ 

 

① 担当者給与計算で取込したヘルパーの画面を

表示します。 

  

 

② 変更を行う加算のチェックを操作します。 

 

（例）「ベースアップ」のチェックを外す。 

  

 

③ 再計算をクリックします。 

  

 

④ 処理確認をはい(Y)、処理完了を OK で進み

ます。 

POINT 
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⑤ 加算分の反映を確認し、F9 登録をクリック

して登録します。 

 

（例）ベースアップ分がクリアされた。 

  

 

 

 

③の再計算を行わずに F8 印刷や F9登録を行おうとすると、再計算を求める処理確認が表示されま

す。必ずはい(Y)で進んでください。 
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＜取込後の確認方法＞ 

下記画面で、取込したベースアップ等支援加算分の確認ができます。 

 

サービス明細画面で確認 

サービス明細画面はお使いのシステム設定によって表示が異なります。 

①サービス内容管理＋明細毎に計上  

②サービス内容管理＋時間合計で計上 

③サービスコード管理 

（①サービス内容管理＋明細毎に計上） 

 

（②サービス内容管理＋時間合計で計上） 

 

（③サービスコード管理） 

 

 

 

 

 

  

サービス明細では表示されない 

時間給計算表タブで確認できます 
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支給控除画面で確認 

・支給控除画面では、システム設定にかかわらず 1 月の合計額を確認できます。 

 

 

・処遇改善配分内容取得をクリックすると、通信欄に内訳として転記できます。 

 

 

 

使用中の様式はシステム設定で確認できます。 

（システム設定 | 日報設定） 

 

＜管理方法＞ 

・サービス内容管理 

・サービスコード管理 

 

＜計算方法＞ 

・時間合計で計上 

・明細毎に計上 

 ※サービスコード管理時は、自動的に「明

細毎に計上」が選択されます。 

 

 

 

 

POINT 
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【手当として支給する場合】 

ベースアップ等支援加算や処遇改善分を基本給に含まず、手当として支給する場合は、「手当額」に金

額を直接入力することができます。 

 

※支給欄に入力する金額は内訳金額になることに注意してください。 

（例）ベースアップ等支援加算を 2つの手当（調整手当「2,500 円」、ベースアップ手当「5,000円」）

として支給する場合 

  

＜支給欄＞ 

調整手当、ベースアップ手当、それぞれ実際に支

給する金額を入力 

 

＜ベースアップ欄＞ 

ベースアップ等支援加算として支給する金額を入

力。（ここの金額が集計表等へ反映されます） 

 

手当として入力する場合、加算のチェックを外して再計算しても金額はクリアされません。支給控

除画面で直接入力、操作する必要があります。 

 

 

POINT 

（例）チェックを外して再計算しても

手当額は金額が残ります。 
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3-1-5. 印刷帳票へのベースアップ等支援加算項目の追加 

 担当者給与計算の各印刷帳票にもベースアップ等支援加算の項目を追加しました。 

 

給与明細集計表 

 

 

※総合支援版と時間給連携時は項目数の都合上、横向きの帳票となります 
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給与明細一覧表 

 

 

年間給与明細合計表（担当者別） 

 

 

年間給与明細合計表（全体） 
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【操作性改善】給与明細一覧表、年間給与明細合計表の印刷時 

システム設定で「処遇改善内訳計算を行う」にチェックが付いている場合、印刷条件画面で「処遇改

善内訳表示」に自動でチェックが付くようになりました。 

（担当者給与計算） 

 

（印刷条件指定） 

 

 

 

 

 

 

 

【給与明細一覧表、年間給与明細合計表】 

システム設定で「処遇改善内訳計算を行う」にチェックを付けていない場合、印刷条件画面で「処遇改

善内訳表示」は非表示となります。 

（システム設定） 

 

（印刷条件指定） 

 

POINT 

POINT 



33 

 

3-2. 基本単価マスタ、担当者給与単価マスタの機能改善・変更 

 基本単価マスタ・担当者給与単価マスタを、さらに便利に入力していただけるよう機能改善と変更を

行いました。 

 

① 単価マスタごとのクリア機能の追加 

単価表の修正時など、選択中の単価表の値をクリアできる機能を設けました。今まではすべての単

価表を削除する機能しかありませんでした。新機能では単価表ごとにクリアできるので、すべての単

価表がクリアされる心配はありません。 

  

  

. 

 

 

② 単価マスタの複写機能の名称変更 

単価マスタを複写できる取得ボタンを、意味が伝わりやすいよう単価複写へ名称変更しました。 

  

. 

 

  

入力手順は P37 参照 

入力手順は P35 参照 

単価 1の値をクリアしたい 

単価クリアをクリック 

単価 1の金額のみがクリアされる 
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③ マスタ読込ボタンを表示調整（改正時）ボタンへ名称変更 

法改正時など、追加されたサービス名が表示されない場合等に使用していただいたマスタ読込ボタ

ンを、意味合いが分かりやすいよう表示調整（改正時）ボタンへ名称変更しました。 

（旧 基本単価マスタ） 

 

（新 基本単価マスタ） 

 

（旧 担当者給与単価マスタ） 

 

 

（新 担当者給与単価マスタ） 
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①単価マスタの金額クリアを行う方法 

対象機能：基本単価マスタ 担当者給与単価マスタ 

 

（例）基本単価マスタで単価 1の金額をクリアする。※担当者給与単価マスタも操作方法は同じです。 

  

① 基本単価マスタで単価をクリアしたい単価表

（単価 1）を表示して、単価クリアをクリッ

クします。 

  

 

 

 

② 処理確認をはい（Y）、処理完了を OK で進み

ます。 

  

 

③ 単価 1の金額がクリアされました。 

   

※F9 登録ボタンをクリックせず、画面を閉じ

るとクリアはキャンセルされます。 
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単価クリアを行うと、選択している単価表の「基本単価」、「うち処遇単価」「うち特定処遇単価」「う

ちベースアップ単価」すべてがクリアされます。 

 

 

 

F4 削除は、今まで通り全ての単価表の値が削除されます。誤って削除を行わないよう、クリック後

に処理警告を表示するよう変更を行いました。 

 

 

 

 

  

補足 
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② 単価マスタを複写して作成する方法   

対象機能：基本単価マスタ 担当者給与単価マスタ 

（例）基本単価マスタで、単価 1 を複写して単価 2 を作成する。※担当者給与単価マスタも操作方法は

同じです。 

 

① 基本単価マスタでこれから作成する単価表

（単価 2）を表示して、一括設定をクリック

します。 

  

 

② 複写元の単価表（単価 1）を選択して開始を

クリックします。 

  

 

 

③ 処理確認をはい（Y）、処理完了で OK をク

リックします。 
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④ 単価 2へ単価 1の金額が複写されました。 

  

 

⑤ 必要な変更と、名称の入力を行い F9 登録を

クリックして登録します。 
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＜各項目説明＞ 

 

＜基本単価マスタ | 担当者給与単価マスタ＞ 

  

 

各設定項目（追加項目のみ） 

項目名 説明 

単価クリア クリックすると表示中の単価表の金額がクリアされます。 

単価複写 クリックすると複写作成の画面が表示されます。 

表示調整（改正時等） 
クリックすると、改正の時等で非表示のサービスが存在していた場

合、表示されるようになります。 

 

＜基本単価マスタ | 時間給単価一括設定＞ 

（金額設定） 

 

（簡易割合設定） 

 
 

各設定項目（追加項目のみ） 

項目名 説明 

一括設定 
左横のボックスへ金額を入力してクリックすると、全サービスへ金額を一括で反

映することができます。 
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＜担当者給与計算＞ 

 
 

＜担当者給与計算 | 時間給明細入力＞ ※画面レイアウトも変更しました 

 

 

各設定項目（追加項目のみ） 

項目名 説明 

担当者給与計算画面共通部分 

 処遇改善 

 

各加算分が反映されている時にチェックが付きます。チェックを操作し再計算

をクリックすると、基本額に含む加算の反映有無を変更できます。 

特定処遇改善 

ベースアップ 

うちベースアップ 基本支給額に含むベースアップ支援等加算分の額を表示入力します。 
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＜担当者給与計算 | 支給控除＞ 

 

 

各設定項目（追加項目のみ） 

項目名 説明 

うちベースアップ等支援加算額 

基本額 基本支給額に含むベースアップ等支援加算額を表示します。 

手当額 ベースアップ等支援加算分を手当として計算する時に入力します。 

合計 基本額と手当額の合計額を表示します。 

 

＜担当者給与計算 | 時間給計算表＞  

※システム設定で「サービス内容管理＋時間合計で計上」時のみ使用可 

 

 

各設定項目（追加項目のみ） 

項目名 説明 

ベースアップ 選択すると、基本額に含むベースアップ等支援加算分の金額を表示します。 
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4. （訪問介護）提供記録簿 

 
 

4-1. 抽出条件への記録簿指示チェック機能追加 

 

 前回バージョンアップにて、「訪問介護記録簿アプリ」を利用した記録簿の内容において必須項目やい

ずれかに必ずチェックが必要な項目の設定ができるようになりましたが、今回「完全一致」「いずれか一

致」に該当する項目で入力もれのある記録簿を抽出できるようになりました。 

※ 記録簿指示機能については「介護保険版 Ver.10.9.0 差分マニュアル」をご確認ください。 

 

 

（記録簿抽出条件）     （印刷条件指定） 
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【記録簿指示チェックの流れ】 

 

  

 

 
 

 

必須項目に入力もれあり！ 

管理ツールにて回収 

スマホアプリ 

必須項目 

  

提供記録簿入力/記録簿抽出条件 

「アプリ入力」＋「キャンセル除く」＋

「記録簿指示チェック」を選択すること

で、入力もれのある記録簿が抽出されま

す。 

スマホアプリ側で必須項目（赤色の項目）に

チェックを入れずに登録 

 

（例）＜提供日＞ 令和４年 10月 06日 

   ＜提供時間＞10：00～11：00 

入力もれのある 

項目が確認できる 

ダ

ブ

ル

ク

リ

ッ

ク 

入力もれのある

10 月 6 日の 

記録簿が抽出 
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＜提供記録簿入力 | 記録簿抽出条件＞ 

 

各設定項目（追加分） 

項目名 説明 

記録簿指示チェック 
クリックすると、記録簿指示にて「完全一致」「いずれか一致」に該当す

る項目に入力もれがある記録簿が抽出されます。 

 

＜提供記録簿入力 | 印刷条件指定＞ 

 

各設定項目（追加分） 

項目名 説明 

記録簿指示チェック 
クリックすると、記録簿指示にて「完全一致」「いずれか一致」に該当す

る項目に入力もれがある記録簿が抽出されます。 
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（記録簿指示チェックのみチェック） 

 

 

 

 

（記録簿指示チェック＋アプリ入力＋キャンセル除く） 

 

 

 

 

「記録簿指示チェック」だけを選択した場

合、「配信」「回収」がされていない記録簿、

「キャンセル」された記録簿も表示されま

す。 

 

抽出時に「アプリ入力」「キャンセル除く」

も併せて選択することで、記録簿アプリに

て入力された後、回収した記録簿の中での

入力もれを抽出することできます。 

 

  

POINT 
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5.「イメージ管理」機能の追加 

 
 

5-1. イメージ管理（利用者状況記録・アセスメント） 

家族構成図・住居図等の入力方法として、より柔軟に対応できるよう「Word で作成」に代わる機能と

して「イメージ管理」機能を追加しました。別のツールなどで作成した画像を選択して貼り付けることが

できるようになりました。※利用するためにはシステム設定が必要です。 

 

＜利用者イメージ管理＞        ＜アセスメント | 利用者イメージ選択＞ 

  

 

        Word で作成の非推奨について 

 

「Wordで作成」ついて、Office のバージョンやパソコンの環境などにより、動作が安定しないケ

ースが見られるため、今回の「イメージ管理」機能を追加したことに伴い「Word で作成」について

は非推奨といたします。 

 

今後「Word で作成」については廃止させていただく

予定です。お手数ですが、現在図形作成にて「Word で

作成」をご利用のユーザー様は、「マウスで作成」また

は「イメージ管理」に移行いただきますよう、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

  

 

イメージ管理機能を利用する場合、下記の手順で行います。 

 

① システム設定 

 

② 利用者図形設定 

 

③ アセスメント/利用者状況記録への反映 
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① システム設定 

 イメージ管理機能を新たに利用する場合は、システム設定を行う必要があります。 

 

  

① 介五郎のタスクメニュー「データファイル

（S）」-「基本設定（V）」-「システム設定（V）」

をクリックします。 

  

  

② 「計画書設定」タブを開き、図形作成メニュー

の「図形作成方法」で「2-イメージ管理」を選択し、

F9 登録をクリックします。 

 

 

 

 

 

以上で、イメージ管理を利用できるようになりま

す。 

  

 

② 利用者図形設定 

 利用者図形設定にて、利用者毎に図形を登録します。 

 

    

① 介五郎のタスクメニュー「共通台帳（M）」-「利

用者イメージ管理（Z）」をクリックします。 

  

   

② 「利用者 ID」で利用者を指定し、「種類」で登

録したいイメージ図を選択します。 
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③ 画像を選択するために参照をクリックします。 

 

※この際、「画像を自動調整して取込」をチェック

することで、選択した画像の元の大きさにかかわら

ず表示サイズピッタリにサイズを調整します。 

  

 

④ 画像選択画面が表示されるので、別のツールな

どで作成した画像を選択し、開く（O）をクリック

します。 

 

※画像は事前に作成しておく必要があります。 

※選択できる画像の形式は png、gif、jpg、jpeg で

す。 

  

 

⑤ 選択した画像が表示されるので、F9 登録をク

リックし登録します。 

 

以上で利用者イメージ管理画面での画像の登録が

完了です。 
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③ アセスメント/利用者状況記録への反映 

 利用者図形設定にて登録した図形を、アセスメントや利用者状況記録へ反映させます。 

※ここでは例として、居宅介護支援のアセスメント（居宅サービス計画ガイドライン（平成 30 年度版））

の「家族構成図」で説明します。 

 

  

① 調査項目 1～2 を開きます。 

  

  

② 「調査項目 2①」タブを開き、「家族構成図」

の検索をクリックします。 

  

 

③ 「利用者イメージ選択」画面が開きます。 

登録したい「図Ｎｏ．」を選択し、決定をクリ

ックします。 

  

 

④ 選択した家族構成図が反映されます。一通りの

入力を終えたら、確定をクリックします。 
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⑤ 入力が必要な項目を一通り登録した後、 

F9 登録をクリックします。 

 

  

 

⑥ 必要に応じて印刷してください。 

 

 

アセスメント/利用者状況記録画面からの画像新規登録 

（例）居宅介護支援（アセスメント画面） 

 

 

 

画像の登録は、各帳票（アセスメント/予防アセスメン

ト/利用者状況記録）の画面からも新規登録することが

できます。 

イメージの検索画面を開いた際に新規作成をクリック

することで、「利用者イメージ管理」画面を開き、画像

を登録することができます。 

  

 

複数の画像を登録する場合 

 

 

一人の利用者に複数の画像を登録する場合は、 

をクリックし、空白の図No.を選択した後、参照をクリ

ックして画像を選択してください。 
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画像の取り込みについて 

 

  

 

イメージの登録の際、画像サイズは「320ピクセルｘ

195 ピクセル」で固定されています。 

このサイズを超える画像をそのまま取り込むと、枠か

らはみ出てしまいます。 

 

「画像を自動調整して取込」にチェックを入れてから

取り込むことで、このサイズに収まるように画像サイ

ズを自動的に調整します。 

  

 

 

障害部位図について 

 

 

「イメージ管理」を選択した場合、居宅介護支援のアセ

スメント（居宅サービス計画ガイドライン）における

「障害等の部位」については、「マウスで作成」を選択

した場合と同様の仕様です。 

 

右側のマークを選択後、該当の部位をクリックするこ

とで、障害の内容を反映させることができます。 

  

 

  

サイズが大きいため、

画像が切れている。 

サイズが調整されて

範囲内に収まる。 
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＜利用者イメージ管理＞ 

 

各設定項目 

項目名 説明 

F1 新規 クリックすると選択された内容をすべてクリアします。 

F2 検索 クリックすると利用者検索画面を表示します。 

F4 削除 クリックすると選択したイメージを削除します。 

F9 登録 クリックすると選択したイメージを登録します。 

F10 終了 クリックすると利用者イメージ管理画面を閉じます。 

利用者 ID 
クリックすると利用者検索画面が表示されます。イメージを登録する前に

選択する必要があります。 

種類 
登録するイメージの種類を選択します。選択できる種類は下記の通り。 

1-家族構成図、2-家族構成図（予防）、3-住居図 

イメージNo. 
選択されているイメージナンバーを表示します。 

をクリックしてイメージナンバーを変更することができます。 

画像を自動調整して取込 

チェックしてから参照を選択することで、画面に収まるように画像のサイ

ズを自動調整して取り込みます。 

※チェックをしない場合、元の画像のサイズのまま取り込みます。 

参照 クリックすると、パソコン内の画像選択画面が表示されます。 

クリア クリックすると、表示されている画像を消します。 
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6. その他の変更 

 

その他、下記変更を行っています。 

 

①アセスメント（居宅サービス計画ガイドライン） 

②帳票印刷画面の条件入力のレイアウト 

 
 

1. アセスメント（居宅サービス計画ガイドライン） 

 医療改正により後期高齢者医療における負担割合が変更されたことに伴い、アセスメントにおける「後

期高齢者医療保険（75歳以上）一部負担金」の項目に「2割負担」を追加しました。 

 

＜アセスメント | 調査項目 1～2＞ 

  

 

各設定項目（追加分） 

項目名 説明 

後期高齢者医療保険（75歳以上）

一部負担金 

後期高齢者医療保険における一部負担を以下から選択します。 

1-1 割負担、2-2 割負担、3-3 割負担 
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2. 帳票印刷の条件入力項目レイアウト 

帳票印刷画面（月次帳票印刷/年間帳票印刷）において、「条件入力」の項目のレイアウトについて選択

項目を整理し見やすく変更しました。 

 

 

＜月次帳票印刷＞画面例：訪問介護 

    

    

 

＜年間帳票印刷＞画面例：訪問介護 
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